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○名取市印鑑条例 

昭和５７年６月３０日 

名取市条例第２２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、別に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（平２１条例２９・一部改正） 

（登録の資格） 

第２条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号。以下「法」という。）に基づき、本市が備える

住民基本台帳に記録されている者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印

鑑の登録を受けることができない。 

(１) １５歳未満の者 

(２) 意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。） 

（平２１条例２９・平２４条例２２・令元条例１５・令元条例１

８・一部改正） 

（登録印鑑） 

第３条 登録できる印鑑は、１人１個とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。 

(１) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏（住民基本

台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」という。）

第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称

（令第３０条の１６第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又

は氏名（氏（旧氏を含む。）及び名をいう。）若しくは通称の一部

を組み合わせたもので表わしていないもの 

(２) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしてい

るもの 

(３) ゴム印その他印形の変化しやすいもの 
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(４) 印影の大きさが一辺の長さ８ミリメートルの正方形に収まるも

の又は一辺の長さ２５ミリメートルの正方形に収まらないもの 

(５) 印影が不鮮明なもの又は著しくき損し、摩滅しているもの 

(６) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認

めるもの 

３ 市長は、前項第１号及び第２号にかかわらず、外国人住民（法第３

０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）のうち非漢字

圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記

又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受け

ようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。 

（平２４条例２２・令元条例１５・一部改正） 

（登録の申請） 

第４条 印鑑の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）

は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければな

らない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請する

ことができない場合は、代理人により申請することができる。 

２ 前項ただし書の規定により代理人が申請する場合は、申請を委任し

た旨を証する書面を提出しなければならない。 

（平２１条例２９・一部改正） 

（印鑑の登録） 

第５条 市長は、前条第１項の申請（以下この条において「印鑑登録申

請」という。）があった場合は、登録申請者が本人であること又は印

鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければな

らない。 

２ 前項の確認は、郵送その他の方法により登録申請者に対し文書で照

会し、市長が定める提出期限までにその回答書を当該登録申請者又は

その代理人に持参させることによって行うものとする。この場合にお

いて、代理人が回答書を持参するときは、委任した旨を証する書面を

提出しなければならない。 
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３ 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定

にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を

求めて第１項の確認をすることができる。 

(１) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写

真を貼り付けたもの 

(２) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請

者が本人に相違ないことを保証された書面 

４ 市長は、第２項又は前項の規定により第１項の確認をした場合は、

印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。 

(１) 印影 

(２) 登録番号 

(３) 登録年月日 

(４) 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されてい

る場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通

称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称） 

(５) 出生の年月日 

(６) 男女の別 

(７) 住所 

(８) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記

録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので

表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の

片仮名表記 

５ 前項第２号から第８号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票に

ついては、磁気ディスクをもって調製する。 

（平２１条例２９・平２４条例２２・令元条例１５・一部改正） 

（印鑑登録証の交付） 

第６条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付する。 

２ 印鑑登録証は、印鑑の登録を受けた者又は前条第２項の規定による

代理人が直接受領しなければならない。 
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（印鑑登録証の引替交付） 

第７条 印鑑の登録を受けている者（以下「被登録者」という。）は、

印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合は、印鑑登録証の引替

交付を受けることができる。 

２ 前項の規定により印鑑登録証の引替交付を受けようとする者は、自

ら又は代理人により市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票

の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請

をした者に直接印鑑登録証を交付する。 

（印鑑登録証の亡失届） 

第８条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を市

長に届け出なければならない。 

（印鑑の亡失届） 

第９条 被登録者は、登録した印鑑を亡失した場合は、印鑑登録証を添

えて速やかにその旨を市長に届け出るものとする。 

（平２１条例２９・一部改正） 

（印鑑登録の廃止届） 

第１０条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録

証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。 

（代理人による届出） 

第１１条 前３条による届出は、代理人をして行わせることができる。

この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提

出しなければならない。 

（登録事項の修正） 

第１２条 被登録者は、氏名（氏に変更があった者にあっては住民票に

記録されている旧氏を含み、外国人住民にあっては通称又は氏名の片

仮名表記を含む。）又は住所の変更があった場合は、印鑑登録証を提

示して、自ら又は代理人によりその旨を届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の届出があったとき又は印鑑登録原票に登録されてい
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る事項に変更があったことを知ったときは、次条の規定により印鑑の

登録をまっ消する場合のほか、印鑑登録原票を修正するものとする。 

（平２４条例２２・令元条例１５・一部改正） 

（印鑑登録のまっ消） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録

をまっ消するものとする。 

(１) 第８条、第９条及び第１０条の規定による届出があったとき。 

(２) 被登録者が本市の区域外に転出したとき。 

(３) 被登録者が死亡したとき。 

(４) 外国人住民にあっては法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者

ではなくなったとき（日本の国籍を取得した場合を除く。）。 

(５) その他市長が、印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたと認め

るとき。 

２ 市長は、前項第５号の事由によって印鑑の登録をまっ消したときは、

被登録者にその旨を通知するものとする。 

（平２４条例２２・一部改正） 

（印鑑登録証明） 

第１４条 印鑑登録の証明は、第５条第４項第１号、第４号、第５号、

第７号及び第８号に掲げる事項を記載した書類を交付して行う。 

（平２４条例２２・令元条例１５・一部改正） 

（印鑑登録証明の申請） 

第１５条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録の証明を受けようとす

るときは、市長が別に定める場合を除き、印鑑登録証を提示して市長

に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票

の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申

請をした者に印鑑登録証明書を交付する。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等） 

第１５条の２ 前条の規定にかかわらず、被登録者は、電子署名等に係
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る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４

年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する個人番号カード用利用

者証明用電子証明書又は同法第３５条の２第１項に規定する移動端末

設備用利用者証明用電子証明書を用いて、多機能端末機（本市の電子

計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機

であって、証明書を発行する機能を有するものをいう。）により、印

鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 

（平２８条例９・追加・旧第１５条の３繰上・一部改正、令５条

例２３・一部改正） 

（手数料） 

第１６条 第６条又は第７条の規定により印鑑登録証の交付を受けよう

とする者及び前２条の規定により印鑑登録の証明を受けようとする者

は、別に定める手数料を納付しなければならない。 

（平２８条例９・一部改正） 

（閲覧の禁止） 

第１７条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書

類を閲覧に供してはならない。 

（調査） 

第１８条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるとき

は、関係人に対し質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求めるこ

とができる。 

（平２１条例２９・一部改正） 

（名取市行政手続条例の適用除外） 

第１９条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分に

ついては、名取市行政手続条例（平成９年名取市条例第１０号）第２

章及び第３章の規定は、適用しない。 

（委任） 

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平２１条例２９・一部改正） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５７年９月１日から施行する。ただし、第１５条

の規定は、昭和５８年１月１日から施行する。 

（名取市印鑑条例の廃止） 

２ 名取市印鑑条例（昭和４２年名取市条例第２０号。以下「旧条例」

という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定

により登録を受けている印鑑については、この条例の施行の日から４

月間（当該印鑑の登録を受けている者が、この期間内にこの条例の規

定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまで

の間）は、旧条例は、なお効力を有する。 

（印鑑登録証明の特例） 

４ この条例の規定により登録された印鑑に係る印鑑登録の証明につい

ては、昭和５７年１２月３１日までの間は、なお従前の例による。 

（手数料の免除） 

５ この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている者

が、昭和５７年１２月２８日までに、この条例の規定による登録を受

けようとする場合は、第１６条の規定にかかわらず、印鑑登録証交付

手数料は免除する。 

（名取市手数料条例の一部改正） 

６ 名取市手数料条例（昭和３７年名取市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（次のよう）略 

附 則（平成３年１２月２０日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年１月２０日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の際、現に改正前の名取市印鑑条例の規定により登

録された印鑑に係る印鑑登録の証明については、平成４年１月３１日

までの間は、なお従前の例による。 

附 則（平成９年７月１日条例第１０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月９日条例第１１号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年９月１８日条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１５条の次に１条を

加える改正規定は、平成２２年２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月２２日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

（名取市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において印

鑑の登録を受けている外国人（第１条の規定による改正前の名取市印

鑑条例第２条第１項第２号に規定する者をいう。以下同じ。）であっ

て、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印

鑑の登録については、施行日において職権でまっ消する。 

３ 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施

行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名

等の登録事項について、外国人登録原票から住民票への移行に伴い変

更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登

録原票を修正する。 

附 則（平成２８年３月１６日条例第９号） 

この条例は、平成２８年６月１日から施行する。ただし、第２条及び

第５条の規定は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月２７日条例第１５号） 
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この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 

附 則（令和元年１２月９日条例第１８号） 

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

附 則（令和５年１０月２日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規

則で定める日から施行する。 

（令和５年規則第１９号で令和５年１２月２０日から施行） 

 


